
契約締結日  平成    年    月    日

賃貸人を甲とし、賃借人を乙とし、連帯保証人を丙として、甲と乙とは本紙条項(表１、表２および使用規定
を含む）を承諾の上本賃貸借契約書を締結する。
この契約の締結の証として契約書３通を作成し、当事者署名捺印のうえ、甲、甲の代理人、乙各自１通宛
を保有する。
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第１条

第２条
1 乙は入居に際し、若しくは入居後速やかに入居立合いを受けなければならない。
2 立合いの日時は、乙より甲の代理人(甲）に立合い希望日の４日前までに連絡するものとする。

第３条
1 賃貸借の期間は表記のとおりとする。但し、新家賃の１ヶ月分相当の支払い等の更新手続を経て

本契約を更新することができる。
2 期間満了による明け渡しの申し入れは、甲は６ヶ月前、乙は１ヶ月前までにそれぞれの相手方に

対し、書面をもって通知するものとする。
3 賃貸借期間中でも甲より６ヶ月前、乙より１ヶ月前に書面をもって予告すれば本契約を解除する

ことができる。但し、乙は１ヶ月前の予告に代えて賃料の１ヶ月相当分の違約金を甲に支払い、
即時本契約を終了させることができる。

第４条
1 賃料及び共益費は表記の金額とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する方法にて支払う。

（但し賃貸借期間が１ヶ月に満たない場合は日割計算とする。）
2 契約更新時の賃料、共益費、駐車場使用料等、その付加使用料（以下賃料等という）増額は、その

時の相場に合わせて決定する。
3 契約期間中といえども公租公課・諸物価の変動が著しく、近隣賃料との比較により賃料等が不相当

になるときは、その改訂をすることができる。
4 乙が賃料等の支払いを１ヶ月以上怠った場合、扉鍵を交換し入室を禁止することができる。

第５条
前条において甲の指定する方法とは、甲の代理人たる(株）サン・ステップの所定の口座振替のこと
をいう。
但し、法人契約等で口座振替が不可能な場合のみ甲の指定の銀行口座へ振込とする。
振替及び振込の際の手数料は乙の負担とし、乙はこれを承諾した。なお振替の手数料は契約及び
更新の際に一定金額を甲に支払うものとし、乙が途中解除の場合でも手数料の清算返金はしない
ものとする。

第６条
甲は、乙が賃料等の支払いを怠ったときは、延滞金額百円につき日歩５銭の損害金を請求できるも
のとし、請求にかかわる費用は乙の負担とする。

第７条
1 乙は本契約に基づく一切の債務を担保するため表記の敷金（保証金）を甲に預託し、甲はこれを受

領した。
2 第４条の規定により賃料の増額改訂があったときは、乙は甲に対し新賃料に基づく敷金と、敷金と

の差額を補充分として改訂の際に受託する。
3 本敷金は利子を付せず、乙が本物件を完全に明渡し本契約に係る一切の債務（未払賃料、原状回

復費用等）を清算した後（表記に敷金償却の定めのある場合は償却分を差し引き）甲は乙に返還す
る。

4 乙は本契約期間中にこの敷金を以って賃料その他の債務との相殺を甲に主張することは
できない。

5 乙に対する敷金返還期日は、退去立合後１ヶ月以内とし、返還に係る費用は乙の負担とする。

第８条
次の費用は乙の負担とする。

1 電気・ガス・水道・電話等の料金。
2 電話架設、冷暖房設置、その他自室内の設備費用。
3 町内会費、町内負担金、その他1戸の住宅として負担する費用。

[使用目的]

[入居立合い]

[期  間]

乙は本物件を居住の目的で使用し、営業その他の目的に使用してはならない。

[乙の負担する費用]

[賃料及び共益費]

[支払い方法]

[延滞損害金等]

[敷  金]




